
平成29年12月５日
総 務 部 財 政 課
電話 027-226-2092
総 務 部 人 事 課
電話 027-226-2071

平成29年度11月補正追加予算案のフレーム

国の退職手当支給水準の引き下げに準じて、本県職員の退職手当の支給水準を引き下げることと

し、減額分について、開会中の第３回後期定例県議会へ補正予算案を１２月５日に追加提案する。

〔一般会計〕 （単位：百万円）

歳 出 歳 入

１．退職手当 ▲５２９ １．県 債 ▲５２９

○職員退職手当支給水準の引き下げによる減額 ・退職手当債

（退職手当の平均減額率 ▲3.37％） （補正前 60億円→補正後 54.7億円）

※退職手当予算額

補正前 216.1億円 → 補正後 210.8億円

歳 出 合 計 ▲５２９ 歳 入 合 計 ▲５２９

追加提案後11月補正予算額 １,１７９百万円 （当初提案額 １,７０８百万円）

補正後予算額 ７３２,８２０百万円

〔企業会計〕 （単位：百万円）

１．退職手当 ▲２７８

○企業局各会計及び病院事業会計において、退職給付引当金を減額補正


